
商号または名称 住所

1 平成３１年度　第１－１号
総合体育館屋根受鉄骨

修繕
草津市下笠町 建築

大成建設（株）
関西支店

大阪市中央区南船場
一丁目１４番１０号

鉄筋コンクリート欠
損部の補修、屋根受

鉄骨の固定
2,613,600 円 平成31年4月8日 ～ 令和元年5月17日

修繕を行う箇所は、総合体育館の躯体部
分の鉄骨を傷つけることの無いよう、内
部のⅩ線調査を行いながら実施する特
殊性があることに加え、利用者への影響
を少なくするために決められた期限で修
繕を完了しなけばならないため、当施設
を施工した実績があり、構造について熟
知しつつも、前述の能力（工法、人員規模
等）を有することが必須であることから、
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号および草津市契約規則第２３条第
１項第２号の規定に基づき、特命随意契
約を行う。

2 平成３１年度　第１－３０号
草津市営火葬場火葬炉

修繕
草津市東草津四

丁目
機械器具 邦英商興（株）

名古屋市北区清水3丁
目16番11号

火格子煉瓦積替え、
バーナー部分取換、
断熱扉・駆動装置の
修繕、温度測定用熱

電対の交換

8,424,000 円 令和元年6月12日 ～ 令和元年9月13日

既存の炉の設備の改修であり、既設の主
燃焼室や関連機器と一体性があり、当該
炉の設計・施工段階から携わってきた業
者にしか修繕のための設計ができない。
また、関連機器を含めた炉全体の状況を
熟知し、かつ、緊急時迅速に対応できる
業者への発注が必須であることから、地
方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号および草津市契約規則第２３条第１項
第２号の規定に基づき、特命随意契約を
行う。

3 令和元年度第1-６５号
草津川跡地公園（区間２）
遊具設置工事（設計・施

工）

草津市北山田町
地内（草津川跡地
公園（区間２）内）

造園 (株)ジャクエツ
福井県敦賀市若葉町２
丁目１７７０番地

複合遊具等の設計、
製作　１式

複合遊具等の設置
（基礎含む。）　１式

5,478,000 円 令和元年9月9日 ～ 令和元年12月13日

契約の相手方選定に当たって価格以外
の要素（集客性、娯楽性、景観性、安全
性、、施工性、維持管理性等）も重視する
ものであり、技術提案内容に基づき仕様
を作成する方がより高い成果を期待でき
るため、プロポーザルにより選定された
相手方と地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号および草津市契約規則第
２３条第１項第２号の規定に基づき、特命
随意契約を行う。

4 令和元年度第1-167号
草津市営火葬場火葬炉

修繕その２
草津市東草津四

丁目
機械器具 邦英商興（株）

名古屋市北区清水3丁
目16番11号

火格子煉瓦積替え、
台車耐火材打替え、
補助排風機修繕、棺

載台車設置

9,515,000 円 令和元年12月24日 ～ 令和2年2月28日

火葬炉に使用されている各部品は一般
には販売されていないオーダーメイド品
である。特に火葬炉内の耐火煉瓦は、品
質改良や実験を繰り返し、本市の火葬炉
専用に製造されている。その図面や製造
方法は耐火煉瓦製造業者と当該業者の
みが保有しており、耐火煉瓦の他社への
供給は行っていない。本市の火葬炉の規
格に合わない煉瓦を使用すると、既存煉
瓦との整合性がなくなり、火葬炉崩壊と
火葬業務の停止につながる恐れがある。
また、火葬炉図面および部品の製作図に
基づく工事・修繕でなければ火災などの
連鎖的トラブルに発展するおそれがある
ことから、火葬設備および当初の設計意
図を細部まで詳細に把握していなければ
ならない。
火葬炉や部品の図面等の技術的資料を
所持し、火葬設備や設置当初の知識を十
分に有することが必須であることから、地
方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号および草津市契約規則第２３条第１項
第２号の規定に基づき、特命随意契約を
行う。
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5 令和元年度第1-1９７号
草津市立図書館集密書
架リニューアル工事

草津市草津町 機械器具
日本ファイリング(株)

大阪支店
大阪市中央区南船場２
丁目５番１２号

電動書架本体は残
したまま、制御盤、
安全停止バーなど

の取替え

4,400,000 円 令和2年1月24日 ～ 令和2年2月10日

今回の工事は、電動書架本体は残したま
ま、内部の制御盤や安全停止バーなど、
電動書架の製造部品の交換が主な内容
となるため、本体と適合するのは純正部
品のみとなる。また、電動書架の内部の
制御盤については、当該業者が特許を保
有している装置であり、当該書架の工
事、調整を行うことが出来る業者が他に
ないことから、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第２号および草津市契約規
則第２３条第１項第２号の規定に基づき、
特命随意契約を行う。


